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高知県空き店舗対策事業費補助金交付要綱

第１条～第３条 【省略】

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、次に掲げるものとす

る。

（１） 空き店舗出店支援事業 商店街等の空き店舗を活用して行う商店街等のにぎわい創出に

資する事業

（２） 商店街等店舗兼住宅等活用推進事業 商店街等の空き店舗兼住宅等の活用推進のため、

空き店舗兼住宅等の所有者が出店者に貸し出すために行う店舗の改修及び店舗部分と住居

部分との機能分離等に係る事業

（補助事業者）

第５条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助事業者」という。）は、次に掲げるものとす

る。

（１） 空き店舗出店支援事業 商店街等において空き店舗を活用して小売業、飲食業又はサー

ビス業を行う出店者又は商工団体等であって、次に掲げる要件を全て満たすもの

ア 出店しようとする店舗が、自己所有の店舗でないもの

イ 店舗所有者と補助事業者とが、同居の親族、出資額 50パーセントを超えるいわゆる親子

会社等密接な関係にないもの

ウ 国税、都道府県税及び市町村税並びに県に対する税外未収金債務を滞納していないもの

エ 許認可等が必要な事業を営む場合において、該当する許認可等を取得しているもの

オ 出店計画について、県が実施する経営指導を受け入れるもの

カ 出店計画の策定及び出店後において、商工会、商工会議所等の経営サポートを受けるも

の

キ アからカに掲げるもののほか、知事が適当であると認めるもの

（２） 商店街等店舗兼住宅等活用推進事業 市町村等

（事業実施主体）

第６条 事業実施主体は、次に掲げるものとする。

（１） 空き店舗出店支援事業 前条第１号の要件を満たす出店者又は商工団体等

（２） 商店街等店舗兼住宅等活用推進事業 空き店舗所有者で、事業完了後に当該店舗部分を

２年以内に出店者へ賃貸する意思があり、国税、都道府県税及び市町村税並びに県に対する

税外未収金債務を滞納していないもの

第７条～第 13条 【省略】

（補助の条件）

第 14 条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。
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（１） 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠

書類を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保管しなければならないこと。

（２） 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的

な運用を図らなければならないこと。

（３） 補助事業により取得した規則第 19 条第１項に規定される財産については、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数に相当

する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し

付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。

（４） 前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入が生じた場合は、当

該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。

（５） 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない

こと。

（６） 補助事業の実施に当たっては、第 10 条第１項ただし書各号のいずれかに該当すると認め

られるものを契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る県の取扱いに準じて行わな

ければならないこと。

（７） 第４条第２号の事業においては、事業完了後に当該店舗部分を出店者に賃貸する場合、

出店者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 小売業、飲食業、又はサービス業であって、昼間営業をするものであること。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号に規定する風俗

営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこ

と。

ウ 空き店舗兼住宅等の所有者本人の出店でないこと。

エ 空き店舗兼住宅等の所有者と出店者とが同居の親族、出資額 50 パーセントを超えるい

わゆる親子会社等密接な関係にないこと。

（８） 第４条第２号の事業においては、事業完了後に当該店舗部分を２年以内に出店者に貸し

出せるように、市町村等と空き店舗兼住宅等の所有者が連携して取り組みを進めること。

（９） 第４条第２号の事業においては、事業完了後に当該店舗部分を出店者へ賃貸する場合、

一定期間（３月以上とし、最長６月とする）賃料を無料とすること。

２ 知事は、前項第３号の規定により財産の処分を承認しようとするときは、対応した補助金

の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきことを命ずることができる。

３ 市町村等が第６条に規定する事業実施主体に補助金を交付する場合においても、第１項各

号及び第２項と同様の条件を付さなければならない。

第 15 条～第 19 条 【省略】

（補助金の交付の決定と取消し等）

第 20 条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付

の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができ

る。

（１） 補助金に係る収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠

書類を補助事業の終了の翌年度から起算して５年間保管しなければならないこと。

（２） 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後におい

ても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的

な運用を図らなければならないこと。

（３） 補助事業により取得した規則第 19条第１項に規定される財産については、減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）に定められている耐用年数に相当

する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し

付け、又は担保に供する場合は、事前に知事の承認を受けなければならないこと。

（４） 前号の規定により知事の承認を得て財産を処分したことにより収入が生じた場合は、当

該収入の全部又は一部を県に納付しなければならないこと。

（５） 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない

こと。

（６） 補助事業の実施に当たっては、第 10 条第１項ただし書各号のいずれかに該当すると認め

られるものを契約の相手方としないこと等暴力団の排除に係る県の取扱いに準じて行わな

ければならないこと。

（７） 第４条第２号の事業においては、事業完了後に当該店舗部分を出店者に賃貸する場合、

出店者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

ア 小売業、飲食業、又はサービス業であって、昼間営業をするものであること。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項各号に規定する風俗

営業又は同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うものでないこ

と。

ウ 空き店舗兼住宅の所有者本人の出店でないこと。

エ 空き店舗兼住宅の所有者と出店者とが同居の親族、出資額 50 パーセントを超えるいわ

ゆる親子会社等密接な関係にないこと。

（８） 第４条第２号の事業においては、事業完了後に当該店舗部分を２年以内に出店者に貸し

出せるように、市町村等と空き店舗兼住宅の所有者が連携して取り組みを進めること。

（９） 第４条第２号の事業においては、事業完了後に当該店舗部分を出店者へ賃貸する場合、

一定期間（３月以上とし、最長６月とする）賃料を無料とすること。

２ 知事は、前項第３号の規定により財産の処分を承認しようとするときは、対応した補助金

の全部又は一部に相当する金額を県に納付すべきことを命ずることができる。

３ 市町村等が第６条に規定する事業実施主体に補助金を交付する場合においても、第１項各

号及び第２項と同様の条件を付さなければならない。

第 15条～第 19 条 【省略】

（補助金の交付の決定と取消し等）

第 20 条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付

の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができ

る。
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（１）不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

（２）第 10 条第１項ただし書各号のいずれかに該当したとき。

（３）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

（４）この要綱、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

（５）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

（６）第４条第１号に掲げる事業においては、交付決定年度の翌年度から３年以内に当該店舗に

おける営業を中止したとき。

２ 知事は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定の取消し、又は既に交付した補助金の返

還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年

利 10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

３ 前項の規定に基づく補助金の返還及び加算金の納付については、第 18条第３項の規定を準

用する。

（事業完了後の経過報告）

第 21条 第４条第１号に掲げる事業にあっては、補助事業者は、交付決定年度の翌年度から３

年間、当該店舗の営業状況について、別記第５号様式による実施状況報告書を４月 30日まで

に知事に提出しなければならない。

２ 第４条第２号に掲げる事業にあっては、補助事業者は、交付決定年度の翌年度から２年間、

当該店舗の営業状況について、別記第５号様式の２による実施状況報告書を知事に提出しな

ければならない。

３ 前項の提出時期は、次に定めるとおりとする。

（１）９月 30日現在における取組状況について 10 月 31 日までに報告

（２）３月 31日現在における取組状況について４月 30日までに報告

４ 第４条第１号に掲げる事業にあっては、補助事業者は交付決定年度の翌年度から３年間、

当該店舗における営業の遂行が困難となった場合又は当該店舗における営業を中止し、若し

くは廃止する場合は、補助事業者は別記第６号様式による報告書を速やかに知事に報告し、

その指示を受けなければならない。

第 22条～第 24 条 【省略】

附則

（施行期日）

１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。

（失効期限等）

２ この要綱は、令和７年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付さ

れた補助金については、第 14 条、第 15 条及び第 20 条から第 22 条までの規定は、同日以降

もなおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（１） 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

（２） 第 10 条第１項ただし書各号のいずれかに該当したとき。

（３） 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

（４） この要綱、規則その他法令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。

（５） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

２ 知事は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定の取消し、又は既に交付した補助金の返

還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年

利 10.95 パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

３ 前項の規定に基づく補助金の返還及び加算金の納付については、第 18 条第３項の規定を準

用する。

（事業完了後の経過報告）

第 21 条 第４条第２号に掲げる事業にあっては、補助事業者は、事業実施年度の翌年度から２

年間、事業完了後の状況を別記第５号様式の実施状況報告書により、知事に提出しなけれ

ばならない。

２ 前項の提出時期は、次に定めるとおりとする。

（１） ９月 30 日現在における取組状況について 10 月 31 日までに報告

（２） ３月 31 日現在における取組状況について４月 30 日までに報告

第 22 条～第 24 条 【省略】

附則

（施行期日）

１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。

（失効期限等）

２ この要綱は、令和６年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付さ

れた補助金については、第 14 条、第 15 条及び第 20 条から第 22 条までの規定は、同日以降

もなおその効力を有する。

附則

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

附則

文言追加

文言変更
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項の追加
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附則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和５年４月 12日から施行する。

附則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和５年４月 12 日から施行する。

文言追加
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別表（第８条関係）

※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。

別表（第８条関係）

※補助対象経費に補助率を乗じて得た補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。

文言追加

事業

区分

補助事業

者

事業実施

主体
補助対象経費

補助

率
補助限度額等

空
き
店
舗
出
店
支
援
事
業

出店者又

は商工団

体等（第

５条第１

号の要件

を満たす

もの）

出店者又

は商工団

体等（第５

条第１号

の要件を

満たすも

の）

店舗改装費

ア 内外装整備は、必要最小限度のものとし、

店舗構造の変更、華美な装飾等は補助対象外

とする。（建築確認が必要となる大規模修繕費

及び建物の構造又は床面積の変更に伴う工事

に要する経費は、対象外とする。）

イ 設備及び備品は原則として補助対象外とす

る。ただし、改装に密着不可欠なものはこの

限りでない。

ウ 空調設備、音響設備、厨房機器及び厨房内

設備は補助対象外とする。

補 助

対 象

経 費

の ２

分 の

１ 以

内

上限額 100 万円

下限額 10 万円

商
店
街
等
店
舗
兼
住
宅
等
活
用
推
進
事
業

市町村等 空き店舗

所有者（第

６条第２

号の要件

を満たす

もの）

店舗部分と住宅部分の機能分離にかかる

経費

既存設置物の処分費

内装工事、外装工事、給排水工事、電気

工事及び当該工事と一体で設置する設備

電気・ガス・水道などのメーター分離費

用（子メーターの設置など）

※内外装工事は店舗を貸し出すために必

要最小限度のものとし、華美な装飾等は

補助対象外とする。

店舗改装費（屋根改修も含む）

補 助

対 象

経 費

の ３

分 の

１ 以

内

上限額 100 万円

下限額 10 万円

（空き店舗兼住宅

１件当たり）

ただし、市町村の要

綱で定められた補助

率が３分の２以上

（県補助分含む。）で

あり、かつ市町村の

負担額が県補助額と

同額以上であること

を条件とする。

事業

区分

補助事業

者

事業実施

主体
補助対象経費 補助率 補助限度額等

空
き
店
舗
出
店
支
援
事
業

出店者又

は商工団

体等（第

５条第１

号の要件

を満たす

もの）

出店者又

は商工団

体等（第５

条第１号

の要件を

満たすも

の）

店舗改装費

ア 内外装整備は、必要最小限度のものとし、

店舗構造の変更、華美な装飾等は補助対象外

とする。（建築確認が必要となる大規模修繕

費及び建物の構造又は床面積の変更に伴う

工事に要する経費は、対象外とする。）

イ 設備及び備品は原則として補助対象外と

する。ただし、改装に密着不可欠なものはこ

の限りでない。

ウ 空調設備、音響設備、厨房機器及び厨房内

設備は補助対象外とする。

補助対

象経費

の２分

の１以

内

上限額 100 万円

下限額 10 万円

商
店
街
等
店
舗
兼
住
宅
活
用
推
進
事
業

市町村等 空き店舗

兼住宅の

所有者（第

６条第２

号の要件

を満たす

もの）

店舗部分と住宅部分の機能分離にかか

る経費

既存設置物の処分費

内装工事、外装工事、給排水工事、電気

工事及び当該工事と一体で設置する設

備

電気・ガス・水道などのメーター分離費

用（子メーターの設置など）

※内外装工事は店舗を貸し出すために

必要最小限度のものとし、華美な装飾等

は補助対象外とする。

補助対

象経費

の３分

の１以

内

上限額 100 万円

下限額 10万円

（空き店舗兼住

宅１件当たり）

ただし、市町村の

要綱で定められた

補助率が３分の２

以上（県補助分含

む。）であり、かつ

市町村の負担額が

県補助額と同額以

上であることを条

件とする。



高知県空き店舗対策事業費補助金交付要綱新旧対照表


